
船舶事故調査報告書 
 
 
   船 種 船 名 ケミカルタンカー STOLT JASMINE 

   ＩＭＯ番号 ９３１４７１５ 

   総 ト ン 数 ６,８６８トン 

 

   船 種 船 名 引船 第十八清幸丸 

   船 舶 番 号 ２８１－３５８９８愛媛 

   総 ト ン 数 １９トン 

 

   事 故 種 類 転覆 

   発 生 日 時 平成２７年３月１１日 １２時５５分ごろ 

   発 生 場 所 愛媛県宇和島市宇和島港 

          宇和島港戎山
えびすやま

防波堤灯台から真方位０４８°２２０ｍ付近 

（概位 北緯３３°１３.７′ 東経１３２°３２.７′） 

 

 

                       平成２８年２月２５日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                   委   員  小須田   敏 

                   委   員  根 本 美 奈 

 
 

要 旨 
 
＜概要＞ 

 引船第十八清
せい

幸
こう

丸は、船長ほか１人が乗り組み、愛媛県宇和島市宇和島港において、

ケミカルタンカーSTOLT
ス ト ル ト

 JASMINE
ジ ャ ス ミ ン

の操船の支援作業に従事中、平成２７年３月１１日

１２時５５分ごろ、船体が右舷側に傾斜して転覆した。 

 第十八清幸丸は、機関等に濡損を生じたが、死傷者はいなかった。 

 

＜原因＞ 

 本事故は、宇和島港において、第十八清幸丸が、STOLT JASMINE の操船の支援に当



たった際、STOLT JASMINE の左回頭及び前進に対応できなかったため、タグラインに

引かれて横引き状態となり、第十八清幸丸が右舷側に傾斜して転覆したことにより発

生したものと考えられる。 

 第十八清幸丸が、STOLT JASMINE の左回頭及び前進に対応できなかったのは、

STOLT JASMINE のタグラインを操舵室後方のえい
．．

航フックに掛け、機関を前進にかけ

ていたこと、固定ピッチプロペラの１機１軸単板舵であったこと、及び水先類似行為

者から第十八清幸丸の船長に対して事前に操船要領についての説明がなかったこと、

並びに水先類似行為者が、第十八清幸丸がふだん操船の支援に使用している２機２軸

２舵の作業船と同じであり、タグラインを船首ボラードに取っていると思っていたこ

とによるものと考えられる。 

 水先類似行為者が、第十八清幸丸が操船の支援に使用している作業船と同じである

と思っていたのは、造船所担当者が手配した作業船であったことによるものと考えら

れる。 

 水先類似行為者が、第十八清幸丸の操縦性能及び構造等を確認し、第十八清幸丸の

船長に対して事前に操船要領を説明する一方、迅速に通信できる手段を備え、第十八

清幸丸の船長から第十八清幸丸の状況を伝えるなどして情報の共有が適切になされて

いれば、本事故の発生を回避できた可能性があると考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 

 
１.１ 船舶事故の概要 

 引船第十八清
せい

幸
こう

丸は、船長ほか１人が乗り組み、愛媛県宇和島市宇和島港において、

ケミカルタンカーSTOLT
ス ト ル ト

 JASMINE
ジ ャ ス ミ ン

の操船の支援作業に従事中、平成２７年３月１１日

１２時５５分ごろ、船体が右舷側に傾斜して転覆した。 

 第十八清幸丸は、機関等に濡損を生じたが、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の経過 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２７年３月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官

（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２７年４月１３日 現場調査及び口述聴取 

  平成２７年４月１４日、５月８日、２０日、１０月２６日、２７日 口述聴取 

  平成２７年５月１３日、２７日 回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 
 

２ 事実情報 
 
２.１ 事故の経過 

 2.1.1 船舶自動識別装置による運航の経過 

  ‘民間情報会社が受信した STOLT JASMINE（以下「Ａ船」という。）の船舶自動

識別装置（ＡＩＳ）＊1の情報記録’（以下「ＡＩＳ記録」という。）によれば、平成

２７年３月１１日１２時３３分５６秒から１３時２０分１０秒の間におけるＡ船の

運航の経過は、表２.１のとおりであった。 

  なお、船位は船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、対地針路及び

船首方位は真方位である。 

                         
＊1

  「船舶自動識別装置（ＡＩＳ：Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種

類、船名、船位、針路、速力、目的地、航行状態に関する情報を各船が自動的に送受信し、船舶相

互間及び陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換する装置をいう。 
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表２.１ ＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時:分:秒） 

船 位 
対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

対地速力

(ノット) 
北  緯 

(°－′－″) 

東  経 

(°－′－″) 

12:33:56 33-13-44.3 132-32-47.4 089.0 309 0.0 

12:36:55 33-13-44.5 132-32-47.2 286.0 305 0.0 

12:39:55 33-13-44.4 132-32-47.0 282.0 310 0.3 

12:42:55 33-13-46.1 132-32-44.4 309.0 313 0.9 

12:48:53 33-13-48.4 132-32-42.6 018.0 286 0.3 

12:51:53 33-13-47.0 132-32-41.1 184.0 189 1.3 

12:54:55 33-13-41.9 132-32-44.0 154.0 141 2.3 

13:19:10 33-13-40.2 132-32-54.5 349.0 339 3.2 

13:20:10 33-13-44.3 132-32-53.3 341.0 330 4.2 

 

 2.1.2 乗組員の口述による事故の経過 

  Ａ船の水先類似行為者＊2、第十八清幸丸（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下

「船長Ｂ」という。）及び作業員（以下「作業員Ｂ」という。）の口述並びにＡ船の

代理店担当者の回答書によれば、次のとおりであった。 

  (1) Ａ船 

Ａ船は、船長（以下「船長Ａ１」という。）及び後任予定の船長（以下

「船長Ａ２」という。）ほか２３人（バングラデシュ人民共和国籍４人、イ

ンド国籍１９人）が乗り組み、宇和島港北東方沖で錨泊中、宇和島港坂下津
さ か し づ

２号岸壁に着岸して乗組員が下船するため、平成２７年３月１１日１２時 

１２分ごろ、水先類似行為者が乗船し、船長Ａ１が操船指揮をとり、水先類

似行為者が操船を行い、船長Ａ２が操舵に、及び航海士が機関操作にそれぞ

れついた。 

     水先類似行為者は、風が強いので、揚錨作業を開始せずに、しばらく様子

を見ることとした。 

     水先類似行為者は、Ａ船の風向風速計で平均風速が約５m/s となったので、

１２時３４分ごろ、操船の支援に当たるＢ船に対してＡ船の船尾から繰り出

した係船索をタグラインとして取るように、造船所担当者から知らされた携

帯電話番号に電話して指示し、１２時３５分ごろ揚錨開始を指示した。 

                         
＊2  「水先類似行為者」とは、水先法に定める水先区以外の水域において、操船の補助を行う水先人

又は水先人の免許を有しない者をいう。 
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     水先類似行為者は、１２時４７分ごろ、船長Ａ１から立錨の報告を受け、

バウスラスタを左一杯として左回頭を開始した。 

     水先類似行為者は、１２時４８分ごろ船長Ａ１からＡ船の船尾にタグライ

ンを取った旨の報告を受け、１２時５１分ごろ、バウスラスタを停止して機

関を極微速力前進にかけ、宇和島港坂下津２号岸壁に向け南進を開始した。 

     水先類似行為者は、１２時５５分ごろ、機関を微速力前進として南南東進

していたところ、Ａ船の左舷船尾方にいた綱取りボートの乗組員が騒いでい

ることに気付き、左舷ウイングに出て左舷船尾方を見ると、Ｂ船が転覆して

いることを認め、直ちに機関を停止した。 

     Ａ船は、水先類似行為者が本事故の発生を関係者に連絡し、船長Ａ１が操

船して本事故現場付近に錨泊した。 

  (2) Ｂ船 

     Ｂ船は、船長Ｂ及び作業員Ｂが乗り組み、Ａ船の操船の支援作業を行うた

め、１１時４０分ごろ宇和島港坂下津５号岸壁から出航し、同港北東方沖に

至り、錨泊中のＡ船の船首方で待機することとした。 

     船長Ｂは、操舵室で待機していたところ、作業船第八清幸丸（以下「Ｃ

船」という。）がＢ船のそばまで寄って来て、Ｃ船の船長（以下「船長Ｃ」

という。）から水先類似行為者の指示として、Ａ船の船尾からタグラインを

取るよう口頭で伝えられた。 

     Ｂ船は、Ａ船の船尾付近に接近し、作業員ＢがＡ船の船尾中央付近から降

ろされたタグラインのアイをいつものように操舵室後方のえい
．．

航フックに掛

けた。 

     船長Ｂは、Ｂ船をＡ船の正船尾方に位置させ、Ｂ船の船尾をＡ船に向けた

体勢とし、Ａ船の前進行きあしを制御できるようにしようと思い、機関を前

進にかけ、回転数毎分約３５０～４００（出力約３分の１）としていたとこ

ろ、Ａ船のバウスラスタによる左回頭が速い上にＡ船の船尾甲板が高いので、

タグラインがＢ船のえい
．．

航フックから右舷船尾方の斜め上方に引かれ、Ｂ船

の体勢を維持することが困難となった。 

     作業員Ｂは、タグラインによってＢ船が右舷船尾方から右舷正横方に引か

れる状況となったとき、船長Ｂにその旨を報告した。 

     船長Ｂは、タグラインが右舷正横方になったことを聞き、体勢を立て直そ

うとして左舵一杯としていたところ、Ａ船が前進を開始したことを認めた。 

     Ｂ船は、タグラインによって右舷正横方に引かれて横引き状態となったの

で、作業員ＢがＡ船の船尾にいる乗組員に対して機関を止めるよう手振りと

大声で知らせたものの、宇和島港戎山防波堤灯台から０４８°（真方位、 
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以下同じ。）２２０ｍ付近において、右舷側に傾斜して海水がブルワークを

越え、その後転覆して沈没した。 

     作業員Ｂは、右舷側から海中に滑り落ち、船長Ｂは、左舷側から海に飛び

込んだ。 

     船長Ｂ及び作業員Ｂは、綱取りボートに救助された。 

     綱取りボートの乗組員は、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

     Ｂ船は、後日、Ｂ船の船舶所有者が所有するクレーン船により引き揚げら

れた。 

  

本事故の発生日時は、平成２７年３月１１日１２時５５分ごろであり、発生場所は、

宇和島港戎山防波堤灯台から０４８°２２０ｍ付近であった。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ｂ船、写真２ Ｂ船のえい
．．

航フック、写真

３ えい
．．

航フックの可動範囲 参照） 

 

２.２ 人の死亡及び負傷に関する情報  

 水先類似行為者及び船長Ｂの口述によれば、Ａ船及びＢ船共に死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

  (1) Ａ船 

    水先類似行為者の口述によれば、Ａ船に損傷はなかった。 

  (2) Ｂ船 

    船長Ｂの口述によれば、機関等に濡損を生じた。 

 

２.４ 乗組員等に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状等 

   ① 船長Ａ１ 男性 ３５歳 国籍 バングラデシュ人民共和国 

      免状不詳 

   ② 水先類似行為者 男性 ５５歳  

  一級海技士（航海） 

   免 許 年 月 日 平成２年８月８日 

   免 状 交 付 年 月 日 平成２２年２月１７日 

   免状有効期間満了日 平成２７年８月７日 

   ③ 船長Ｂ 男性 ５２歳 

  一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免許登録 日 昭和５７年１０月２０日 
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   免許証交付日 平成２５年１月２５日 

          （平成３０年４月２０日まで有効） 

   ④ 作業員Ｂ 男性 ５８歳 

  (2) 主な乗船履歴等 

    水先類似行為者、船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

   ① 水先類似行為者 

     ２１歳から貨物船の航海士として乗船勤務した後、３３歳の時に愛媛県八

幡浜市八幡浜港と九州を結ぶフェリーに乗船し、３９歳から４８歳まで同

フェリーで船長職をとっていた。 

     ５２歳から八幡浜市所在の造船所のドックマスターの職に就き、ドックマ

スターとして約３年の経験があり、新造船等の試運転のために１年に約３

回宇和島港で離着岸等の操船をしていた。 

     本事故発生時の健康状態は、良好であった。 

   ② 船長Ｂ 

     引船の船長として約１０年の経験があり、ふだんは台船等のえい
．．

航作業に

従事していた。 

     作業船に甲板員として乗船していた時に離礁作業を行ったことがあり、そ

の際に離礁した船舶が機関を使用して作業船が横引きされて転覆しそうに

なった経験があったので、操船の支援を行う際の危険性について認識して

いた。 

     本事故発生時の健康状態は、良好であった。 

     船長Ｂは、本事故当時、救命胴衣を着用していた。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目等 

   (1) Ａ船 

     ＩＭＯ番 号  ９３１４７１５ 

     船 籍 港  パナマ（パナマ共和国） 

     船舶所有 者  ZAKKIN MARITIME CO.,S.A.（パナマ共和国） 

     船舶管理会社  V.SHIPS ASIA GROUP PTE LTD（シンガポール共和国） 

     船 級  一般財団法人日本海事協会 

     総 ト ン 数  ６,８６８トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １２３.２２ｍ×２０.００ｍ×１１.２０ｍ 

     船 質  鋼 

     機 関  ディーゼル機関１基 
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     出 力  ３,６４０kＷ 

     推 進 器  ５翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月 日  ２００４年９月２９日 

   (2) Ｂ船 

     船 舶 番 号  ２８１－３５８９８愛媛 

     船 籍 港  愛媛県宇和島市 

     船舶所有 者  大河建設株式会社 

     総 ト ン 数  １９トン 

     Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  ２１.８１ｍ×４.３０ｍ×１.８０ｍ 

     船 質  鋼 

     機 関  ディーゼル機関１基 

     出 力  ４４１.３０kＷ 

     推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

     進 水 年 月  昭和５８年６月 

 

2.5.2 積載状態 

   (1) Ａ船 

     水先類似行為者及びＡ船の代理店担当者の口述によれば、Ａ船は、空船で、

本事故当時の喫水は船首約３.８０ｍ、船尾約４.５０ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、Ｂ船は、燃料油約６～７kℓを積載し、清水及びバ

ラスト水はなく、本事故当時の喫水は船首約０.６ｍ、船尾約２.０ｍで 

あった。 

 

2.5.3 船舶に関するその他の情報 

  水先類似行為者及び船長Ｂの口述によれば、Ａ船及びＢ船は、共に船体、機関及

び機器類に不具合又は故障はなかった。 

 

 2.5.4 えい
．．

航設備等に関する情報 

  水先類似行為者、船長Ｂ及び作業員Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

    ① タグラインは、直径約６０mm の係船索であり、本事故当時、約４０ｍ

の長さであった。 

    ② 船尾甲板の高さは、海面上約１０ｍであった。 

   (2) Ｂ船 
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     えい
．．

航フックはＢ船の船尾端から約５ｍ船首方にあり、フック取付け台の

可動範囲は正船尾から左右約５２°であった。 

 

２.６ Ａ船の着岸作業に関する情報 

 2.6.1 事前の打合せに関する情報 

  造船所担当者、船長Ｂ及びＡ船の代理店担当者の口述によれば、次のとおりで 

あった。 

  造船所担当者は、Ａ船を着岸させるに当たり、いつも操船の支援で使用する作業

船が他の仕事で宇和島港にいなかったので、Ｂ船を手配したところ、３月１０日

に船長ＢからＡ船の機関を使用しないことを要請された。 

  造船所担当者は、Ａ船の工務監督、Ａ船の船舶管理会社担当者及びＡ船の代理店

担当者とＡ船の着岸作業について打合せを行った際、船長Ｂの要請を話題にした。 

  造船所担当者、Ａ船の工務監督、Ａ船の船舶管理会社担当者及びＡ船の代理店担

当者は、３月１１日の朝、強風注意報が継続していたので打合せを行い、Ａ船の

着岸作業を中止することとしたが、その後、風が弱くなり始めたので、Ａ船の代

理店担当者から造船所担当者に対してＡ船の着岸作業を実施することとなった旨

の連絡があった。 

  造船所担当者は、水先類似行為者に対し、Ａ船の着岸に備えて乗船するよう伝え

たが、水先類似行為者が作業開始前に操船要領について船長Ａ１、船長Ｂ及び船長

Ｃと確認するものと思い、船長Ｂからの要請を水先類似行為者に伝えていなかっ

た。 

 

 2.6.2 水先類似行為者の操船に当たっての認識 

  水先類似行為者の口述によれば、次のとおりであった。 

   (1) 水先類似行為者は、出力の大きいＢ船をＡ船の船尾に配置してＡ船が着岸

する時の行きあしを制御するだけの目的で使用することとした。 

   (2) 水先類似行為者は、Ｂ船を使用するのが初めてであったが、造船所担当者

が手配した作業船なので、Ｂ船がふだん使用している２機２軸２舵の作業

船であると思い、Ｂ船が１機１軸単板舵であることを知らなかった。 

   (3) 水先類似行為者は、ふだん宇和島港で新造船等の離着岸操船をする際、操

船の支援をする作業船に対してトランシーバで指示していたが、Ｂ船をＡ

船が着岸する時の行きあしを制御するためだけに使用する予定であったの

で、携帯電話でも支障はないと思っていた。 

   (4) 水先類似行為者は、造船所担当者から知らされた携帯電話番号が船長Ｂの

ものだと思い、Ｂ船に対して携帯電話でＡ船の船尾からタグラインを取る
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よう指示したと思っていた。 

   (5) 水先類似行為者は、ふだん操船の支援に使用していた作業船が船首ボラー

ドにタグラインを取っていたので、Ｂ船も船首ボラードにタグラインを 

取っているものと思っていた。 

   (6) 水先類似行為者は、ふだんから作業開始前に作業船等と作業内容について

の確認を行っていなかった。 

 

 2.6.3 船長Ｂの操船支援に当たっての認識 

  船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

   (1) 船長Ｂは、３月１０日に、造船所担当者にＡ船の機関を使用しないこと、

また、Ａ船の船首及び船尾にＡ船の乗組員を合図員として配置するよう要

請した。 

   (2) 船長Ｂは、台船のえい
．．

航作業を行う際には、台船に乗船している作業員か

らの合図を確認しながら操船していたので、Ａ船の操船の支援作業におい

てもＡ船の乗組員からの合図で行えるものと思っていた。 

   (3) 船長Ｂは、船長Ｃとの作業前の打合せの際、出力の大きいＢ船がＡ船の船

首方でＡ船をえい
．．

航し、Ｃ船（出力１３９.７kＷ）がＡ船の船尾でＡ船の

前進行きあしを制御することを打ち合わせていた。 

   (4) 船長Ｂは、Ａ船の機関を使用しないことを造船所担当者に要請していたの

で、Ａ船は機関を使用することはないものと思い、いつものようにえい
．．

航

フックを使用しての操船の支援作業に不安を感じていなかった。 

 

２.７ 気象及び海象に関する情報 

 2.7.1 気象観測値及び注意報等 

   (1) 本事故発生場所の東方約７００ｍに位置する宇和島特別地域気象観測所に

おける観測値は、次のとおりであった。 

１２時４０分 天気 曇り 風向 北西、風速 ８.０m/s 

１２時５０分 天気 曇り 風向 北西、風速 ７.６m/s 

１３時００分 天気 曇り 風向 北西、風速 ６.４m/s 

   (2) 宇和島市には、９日０４時１２分に波浪注意報及び１０日１６時０８分に

強風注意報が発表され、本事故時も継続中であった。 

 

 2.7.2 潮汐及び潮流 

海上保安庁刊行の潮汐表によれば、本事故当時の宇和島港における潮汐は、下げ

潮の中央期であった。 
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 2.7.3 乗組員の観測 

   (1)  水先類似行為者の口述によれば、天気は晴れ、約５m/s の西北西の風が吹

き、波高約０.５ｍの波があり、視界は良好であった。 

     (2)  船長Ｂの口述によれば、天気は曇り、約９m/s の北西の風が吹き、波高約

１.０ｍの波があり、視界は良好であった。 

 
 

３ 分 析 
 
３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船 

    ① 水先類似行為者は、平成２７年３月１１日１２時１２分ごろ、宇和島港

北東方沖で乗船し、３４分ごろＢ船に対してタグラインを取るように、 

３５分ごろ揚錨開始を指示した。 

    ② Ａ船は、１２時４７分ごろ、立錨となり、バウスラスタを左一杯として

左回頭を開始した。 

    ③ Ａ船は、１２時５１分ごろ、バウスラスタを停止して機関を極微速力前

進にかけ、宇和島港坂下津２号岸壁に向けて南進を開始した。 

    ④ Ａ船は、機関を微速力前進として南南東進中、Ｂ船が転覆したので、機

関を停止した。 

   (2) Ｂ船 

    ① Ｂ船は、船長Ｂが操舵室で操船に当たり、作業員Ｂが操舵室後方のえい
．．

航フックにＡ船の船尾中央付近から降ろされたタグラインのアイを掛けた。 

    ② Ｂ船は、Ａ船のバウスラスタによる左回頭が速い上にＡ船の船尾甲板が

高いので、タグラインがＢ船のえい
．．

航フックから右舷船尾方の斜め上方に

緊張した状態となった。 

    ③ Ｂ船は、タグラインによって右舷船尾方から右舷正横方に引かれる状況

となった。 

    ④ Ｂ船は、体勢を立て直そうとして左舵一杯としていたところ、Ａ船が前

進を開始したので横引き状態となり、右舷側に傾斜して転覆した。 

 

3.1.2 事故発生日時及び場所 

  次のことから、本事故の発生日時は、平成２７年３月１１日１２時５５分ごろで
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あり、発生場所は、宇和島港戎山防波堤灯台から０４８°２２０ｍ付近であったも

のと考えられる。 

   (1) 2.1.2(1)から、Ａ船は、１２時５５分ごろ、機関を微速力前進としたこと。 

   (2) 2.1.2(2)から、Ｂ船は、Ａ船が前進を開始した後、横引き状態となったこ

と。 

   (3) 2.1.1から、１２時５５分ごろの位置。 

 

 3.1.3 負傷等の状況 

  2.1.2(2)及び２.２から、船長Ｂは、Ｂ船が転覆する際、海に飛び込み、作業員

Ｂは、落水したが、いずれも負傷等はなかったものと考えられる。 

 

 3.1.4 損傷の状況 

  ２.３から、Ｂ船は、機関等に濡損を生じたものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員の状況 

  ２.４から、次のとおりであった。 

   (1) 水先類似行為者 

     適法で有効な海技免状を有していた。 

     健康状態は良好であったものと考えられる。 

   (2) 船長Ｂ 

     適法で有効な操縦免許証を有していた。 

     健康状態は良好であったものと考えられる。 

 

 3.2.2 船舶の状況 

  2.5.3から、Ａ船及びＢ船は、共に船体、機関及び機器類に不具合又は故障はな

かったものと考えられる。 

 

 3.2.3 気象及び海象に関する解析 

  ２.７から、本事故当時、天気は曇り、風力４の北西風が吹き、視界は良好で、

潮汐は下げ潮の中央期であったものと考えられる。 

 

 

 3.2.4 操船に関する解析 

  2.1.2、2.5.1、2.5.4 及び２.６から、以下のとおりであった。 
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   (1) Ａ船 

    ① 水先類似行為者は、Ａ船の船尾に出力の大きいＢ船を配置し、Ａ船の着

岸する時の行きあしを制御するつもりであったものと考えられる。 

    ② 水先類似行為者は、造船所担当者から知らされた携帯電話番号が船長Ｂ

のものだと思い、Ｂ船に対して携帯電話でＡ船の船尾からタグラインを取

るように指示したと思っていたものと考えられる。 

    ③ 水先類似行為者は、Ｂ船を使用するのが初めてであったが、造船所担当

者が手配した作業船なので、Ｂ船が、ふだん操船の支援に使用している２

機２軸２舵の作業船と同じであり、タグラインを船首ボラードに取ってい

ると思っていたものと考えられる。 

    ④ 水先類似行為者は、Ｂ船がふだん操船の支援に使用している作業船と同

じであると思ったことから、Ｂ船に事前に操船要領を説明せずに、バウス

ラスタを用いて左回頭し、機関を微速力前進にかけたものと考えられる。 

     以上のことから、水先類似行為者は、Ｂ船を使用するのが初めてであった

が、Ｂ船の操縦性能及び構造等を確認することも、事前に操船要領を説明す

ることも、また、迅速な通信手段を用いることもせずに操船に当たったもの

と考えられる。 

   (2) Ｂ船 

    ① 船長Ｂは、造船所担当者にＡ船の機関を使用しないことを事前に要請し

ていたことから、出力の大きなＢ船がＡ船をえい
．．

航することを船長Ｃと打

ち合わせたものと考えられる。 

    ② 船長Ｂは、Ａ船の機関を使用しないように事前に要請していたことから、

水先類似行為者からＡ船の船尾からタグラインを取るように指示された際、

Ａ船は機関を使用することはないと思い、いつものようにえい
．．

航フックに

タグラインを取ったものと考えられる。 

    ③ Ｂ船は、固定ピッチプロペラの１機１軸単板舵であり、操舵室後方のえ
．

い
．
航フックにタグラインを掛けて前進にかけていたことから、Ａ船のバウ

スラスタによる左回頭及び機関を使用しての前進に対応できず、右舷正横

方に引かれる状況となったものと考えられる。 

    ④ 船長Ｂは、水先類似行為者との間でタグラインを取るように指示された

以外に情報の共有が行われていなかったことから、Ａ船の動きに対応でき

ず、また、迅速に通信できる手段がなかったことから、Ｂ船の状況を伝え

ることができなかったものと考えられる。 

     以上のことから、船長Ｂと水先類似行為者との間で情報の共有が適切にな

されていれば、本事故の発生を回避できた可能性があると考えられる。 
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   (3) その他 

     造船所担当者は、船長Ｂの要請をＡ船の代理店担当者等に伝えていたもの

の、水先類似行為者が作業開始前に操船要領について船長Ｂ等に説明する

ものと思い、水先類似行為者に船長Ｂの要請を伝えていなかったものと考

えられる。 

 

 3.2.5  事故発生に関する解析 

  2.1.2、3.1.1、3.1.2及び3.2.4から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船は、宇和島港北東方沖の錨地から同港内の岸壁に着けるため、水先類

似行為者が、操船を行い、操船の支援に当たるＢ船に対し、携帯電話でＡ船

の船尾からタグラインを取るように指示した。 

   (2) 水先類似行為者は、このとき、Ｂ船を使用するのは初めてであったが、Ｂ

船が、ふだん操船の支援に使用している２機２軸２舵の作業船と同じであり、

タグラインを船首ボラードに取っているものと思い、Ｂ船に事前に操船要領

を説明しなかった。 

   (3) 船長Ｂは、Ａ船の機関を使用しないように事前に要請していたことから、

水先類似行為者からＡ船の船尾からタグラインを取るように指示された際、

Ａ船が機関を使用することはないと思い、いつものようにえい
．．

航フックにタ

グラインを取った。 

   (4) Ｂ船は、固定ピッチプロペラの１機１軸単板舵であり、操舵室後方のえい
．．

航フックにタグラインを掛けて機関を前進にかけていたことから、Ａ船のバ

ウスラスタによる左回頭及び機関を使用しての前進に対応できず、タグライ

ンによって右舷正横方に引かれる状況となり、１２時５５分ごろ右舷側に傾

斜して転覆した。 

   (5) 水先類似行為者が、Ｂ船の操縦性能及び構造等を確認し、船長Ｂに対して

事前に操船要領を説明する一方、迅速に通信できる手段を備え、船長Ｂから

Ｂ船の状況を伝えるなどして情報の共有が適切になされていれば、本事故の

発生を回避できた可能性があると考えられる。 

 
 

４ 原 因 
 

本事故は、宇和島港において、Ｂ船が、Ａ船の操船の支援に当たった際、Ａ船の左

回頭及び前進に対応できなかったため、タグラインに引かれて横引き状態となり、Ｂ

船が右舷側に傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。 
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Ｂ船が、Ａ船の左回頭及び前進に対応できなかったのは、Ａ船のタグラインを操舵

室後方のえい
．．

航フックに掛け、機関を前進にかけていたこと、固定ピッチプロペラの

１機１軸単板舵であったこと、及び水先類似行為者から船長Ｂに対して事前に操船要

領についての説明がなかったこと、並びに水先類似行為者が、Ｂ船がふだん操船の支

援に使用している２機２軸２舵の作業船と同じであり、タグラインを船首ボラードに

取っていると思っていたことによるものと考えられる。 

水先類似行為者が、Ｂ船が操船の支援に使用している作業船と同じであると思って

いたのは、造船所担当者が手配した作業船であったことによるものと考えられる。 

水先類似行為者が、Ｂ船の操縦性能及び構造等を確認し、船長Ｂに対して事前に操

船要領を説明する一方、迅速に通信できる手段を備え、船長ＢからＢ船の状況を伝え

るなどして情報の共有が適切になされていれば、本事故の発生を回避できた可能性が

あると考えられる。 

 
 

５ 再発防止策 
 
本事故は、水先類似行為者と操船の支援に当たった作業船との間で情報の共有が適

切になされていれば、回避できた可能性があると考えられる。 

したがって、同種事故の再発防止のためには、操船を行う者及び操船の支援に当た

る者の間において、事前に操船要領を説明する一方、迅速に通信できる手段を備え、

情報の共有を行うことが必要である。 

 

５.１ 今後必要とされる事故防止策 

  (1) 関係者間において、事前に操船要領の確認を行うこと。 

  (2) 関係者間において、迅速な通信手段を講じること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇和島港戎山防波堤灯台 

事故発生場所 

（平成２７年３月１１日  

１２時５５分ごろ発生） 

12：42 

Ｂ船 

Ａ船 

宇和島港坂下津２号岸壁 
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愛媛県 

宇和島市 
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写真１ Ｂ船 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船のえい
．．

航フック 
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航フックの位置 
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写真３ えい
．．

航フックの可動範囲 
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